
 

 小笠原島漁業協同組合 

第１ 監査の目的 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項に基づき、都が補助金交付等の財政

援助を行っている団体に対して、補助金の算定は適正に行われているか、財政援助に係る事業は

目的に沿って適切に執行されているか、監査を実施する。 

第２ 監査の対象 

１ 監査対象団体及び局 

（１）監査対象団体 小笠原島漁業協同組合 

（２）監査対象局  産業労働局及び港湾局 

 

２ 団体の概要 

（１）団体の概要 

小笠原島漁業協同組合（以下「組合」という。）は、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２

号）に基づき昭和４３年１０月に設立された法人であり、組合員が協同して経済活動を行い、

漁業の生産能率を上げ、もって組合員の経済的社会的地位を高めることを目的として、組合員

のために主として次の事業を行っている。 

ア 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 

イ 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給及び共同利用に関する施設の設置 

ウ 組合員の漁獲物その他生産物の運搬、加工、保管又は販売 

（２）組織 

組合は、事務所を小笠原村父島字奥村に置き、非常勤役員８名（代表理事組合長１名、副組

合長１名、理事４名、監事２名）及び職員１１名で構成されている。 
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３ 都との関係 

（１）補助事業 

都は、組合が行う事業に対し、表１のとおり、補助金を交付している。 

 

（表１）補助金の交付状況等  （単位：円） 

事 業 名 
補 助 金 額 

対象事業等の内容 
補
助
率 

負担割合

平成 25 年度 平成 26 年度 国 都

小笠原漁業振興

施設整備 
165,709,000 86,940,000

小笠原の漁業振興を図るための施

設整備費に対する補助 

10

10
 

２

５

３

５

硫黄島関連漁業

対策事業費補助

金 

173,400,000 33,016,000

自衛隊施設により漁業活動が制限

されることに伴う損失を緩和する

ための施設整備費に対する補助 

10

10
 

２

３

１

３

沖ノ鳥島漁業操

業支援対策事業

費補助金 

72,312,953 73,926,345
沖ノ鳥島周辺海域における漁業操

業経費に対する補助 

10

10
 －

10

10

漁村地域防災力

強化事業 
20,255,000 25,852,000

漁業共同利用施設の①耐震診断、②

耐震化又は③耐震化困難施設の解

体処理に要する経費に対する補助 

①耐震診断 

４

５
 －

４

５

②耐震化③解体処理

３

４
 －

３

４

合計 431,676,953 219,734,345  

 

（２）公の施設の管理運営 

都は、組合に対して、東京都漁港管理条例（昭和４２年東京都条例第４７号）第１５条の２

に基づき、平成１５年４月１６日から、二見漁港における指定施設の利用等に関する管理を委

託し、平成１８年４月１日からは、指定管理者として管理運営を行わせている。なお、徴収し

た利用料を管理費に充当する利用料金制を採用しており、都は委託料等の経費の支出は行って

いない。 

第３ 監査の範囲及び実地監査期間 

１ 監査の範囲 

平成２５年度及び平成２６年度の補助事業等について実施した。 

 

２ 実地監査期間 

（１）産業労働局及び港湾局 

平成２７年５月１１日 

（２）小笠原島漁業協同組合 

平成２７年５月２９日 
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第４ 監査の結果 

１ 補助対象事業の執行について 

組合が行っている補助金等交付対象事業について、伝票及び証ひょう等により、補助金等の算

定は適正に行われているか、事業は適切に執行されているかについて検証した。 

その結果、補助金等の算定は適正に行われており、事業は財政援助の目的に沿って適切に執行

されていると認められる。 

 

２ 公の施設の管理運営について 

組合が行っている公の施設の管理運営について、総勘定元帳、伝票及び証ひょう等により、事

業は適切に運営されているかについて検証した。 

その結果、事業は目的に沿って適切に運営されていると認められる。 

第５ 補助対象事業の概要 

平成２５年度及び平成２６年度における補助事業の実績は、表２のとおりである。 

 

（表２）補助事業の実績等  （単位：円） 

事 業 名 年度 事業実績等 補助対象額 補助金額 

小笠原漁業振興施設

整備 

平成２５年度 船員厚生施設の建設 165,709,000 165,709,000

平成２６年度 漁船修理施設の建設 86,940,000 86,940,000

硫黄島関連漁業対策

事業費補助金 

平成２５年度 畜養施設の設計及び工事 173,400,000 173,400,000

平成２６年度 
漁船係留ブイ設置及び上架用

ウィンチ整備 
33,016,000 33,016,000

沖ノ鳥島漁業操業支

援対策事業費補助金 

平成２５年度 
用船によるカツオ、マグロ漁

業操業支援 
72,312,953 72,312,953

平成２６年度 
用船によるカツオ、マグロ漁

業操業支援 
73,926,345 73,926,345

漁村地域防災力強化

事業 

平成２５年度 老朽化した養殖施設の解体 27,007,300 20,255,000

平成２６年度 老朽化した養殖施設の解体 34,470,000 25,852,000
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第６ 公の施設の管理受託事業の概要 

平成２５年度及び平成２６年度における公の施設の管理受託事業の主な実績は表３のとおりで

ある。 

 

（表３）公の施設の管理受託事業の実績 

施設名 二見漁港岸壁外９施設 

指定期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

目的 公の施設の管理運営 

内容 

施設規模 

１ 岸壁     二見漁港岸壁 

２ 桟橋     二見漁港桟橋（１） 

         二見漁港桟橋（２） 

３ 船揚場    二見漁港船揚場 

         二見漁港船揚場（２号） 

４ 泊地     二見漁港護岸（オイルフェンス横）前面泊地 

         二見漁港護岸（保安署横）前面泊地 

         二見漁港護岸（赤間裏）前面泊地 

         二見漁港護岸（野積場前）前面泊地 

         二見漁港内防波堤前面泊地 

業務内容 

１ 施設の利用の受付及び案内に関する業務 

２ 施設の維持管理及び修繕に関する業務 

３ 施設の利用の届出の受理に関する業務 

４ 施設の利用の許可に関する業務 

５ 利用許可の取消し又は条件の変更に関する業務 

６ 施設を利用する者から施設の利用に係る料金を収受する業務 

７ その他、知事が特に必要と認める業務 

 平成２５年度 平成２６年度 

収入 漁港施設利用料 ５，６７０，０００円 ５，５６７，７６０円

支出 

給料手当 ５，０４０，０００円 ５，０４０，０００円

印刷消耗品費・雑費 ６３０，０００円 ５２７，７６０円

合  計 ５，６７０，０００円 ５，５６７，７６０円
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